
JP 4503164 B2 2010.7.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 各静翼セグメントが外側バンド（１４）と、内側バンド（１６）と、両バンド間に延在
する静翼（１８）とを含む第１および第２静翼セグメント（１０、１２）を互いに溶接す
る方法であって、
　前記第１および第２セグメントの前記内側および外側バンドの隣合う辺縁（３０、３２
）を、両バンドの外側から両バンドの内面に沿って相互に溶接する段階と、
　前記の隣合う辺縁を、両バンドの内面に沿って相互に溶接する段階と
を含み、
　相対する引込み面（４７、４８、５０、５２）を画成する開口を前記外側バンドの後ろ
フック（２８）に沿って設けることと、
　前記開口内に充填片（５６）を前記引込み面から離して挿入することと、
　溶加材を用いて前記充填片を前記後ろフックに溶接することと
を包含することを特徴とする方法。
【請求項２】
　両バンドの母材だけを相互に融着することにより前記の隣合う辺縁を両バンドの外側か
ら相互に溶接することと、前記辺縁を画成している前記外側および内側バンドの内面に沿
って面取り部（３８、４０）を形成し、そして前記面取り部を満たす溶加材を用いて前記
の隣合う辺縁を前記バンドの内面に沿ってＴＩＧ溶接することとを包含する請求項１記載
の方法。
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【請求項３】
　前記後ろフック（２８）は、半径方向フランジ（４４）と、この半径方向フランジから
延在する軸方向フランジ（４６）とを含み、そして前記半径方向フランジと前記軸方向フ
ランジとに沿って相対する引込み面（４７、４８、５０、５２）を画成する開口を前記外
側バンドの前記の隣合う後ろフック（２８）に沿って設けることと、前記開口内に充填片
（５６）を挿入することと、前記充填片の母材と前記半径方向フランジの母材を溶融する
ことによりそして溶加材を用いることなく前記充填片を前記半径方向フランジの前記引込
み面（４７、４８）に溶接することと、溶加材を用いて前記充填片を前記軸方向フランジ
の前記引込み面（５０、５２）に溶接することとを包含する請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
 おのおのが外側バンド（１４）と、内側バンド（１６）と、前記外側バンドと前記内側
バンドとの間に延在する静翼（１８）とを含む第１および第２静翼セグメント（１０、１
２）を備え、
　前記第１セグメントの前記外側および内側バンドは、前記第２セグメントの前記外側お
よび内側バンドそれぞれの第２辺縁に溶接されたそれぞれの第１辺縁（３０、３２）を有
し、これにより、前記第１および第２セグメントは互いに固定されて前記セグメントの隣
合う静翼間と前記内側および外側バンド間に流路を画成し、
　各セグメントはその前記外側バンドの後縁に沿って後ろフック（２８）を有し、この後
ろフックは概して半径方向に延在するフランジと、後方突出フランジ（４６）とを有し、
　前記後ろフックの前記フランジは前記セグメントのそれぞれの第１および第２辺縁から
引っ込んでおり、前記フランジ間に開口を画成する引込み面（４７、４８、５０、５２）
を形成しており、
　また、前記開口内の充填片（５６）であって、その相対する側に前記後方突出フランジ
の前記引込み面とともに間隙を画成している充填片と、
　前記充填片と前記後方突出フランジとを相互に固定している前記間隙内の溶接材と
を備えているタービン用静翼アセンブリ。
【請求項５】
 前記間隙に溶加材を充填した請求項４記載のアセンブリ。
【請求項６】
 前記間隙を画成している前記引込み面は前記後方突出フランジの末端縁に対してそれぞ
れ鋭角と鈍角をなしている、請求項４又は５記載のアセンブリ。
【請求項７】
 前記充填片と前記半径方向フランジの前記引込み面（４７、４８）との合わせ面が、溶
加材の使用なしに互いに溶接されている、請求項４乃至６のいずれか１項に記載のアセン
ブリ。
【請求項８】
 前記充填片と前記半径方向フランジの前記引込み面（４７、４８）との合わせ面が、前
記充填片と前記外側バンドそれぞれの母材だけを用いて相互に融着されている、請求項４
乃至６のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の背景】
本発明はタービン、例えばガスタービンに関し、特に、複数のタービン静翼セグメントを
相互に溶接して、タービン段を構成する環状列のセグメントを形成する装置と方法に関す
る。
【０００２】
タービン、特にガスタービンの構成に際し、環状列のタービンセグメントがタービン段を
形成するように設けられる。一般に、タービン段は半径方向に相隔たる外側および内側の
環状バンドと、周方向に相隔たる位置で外側および内側バンド間に延在する複数の静翼と
を含んでいる。外側および内側バンドと静翼は、タービンを通流する作動流体用の通路、
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例えば、ガスタービンの場合高温ガス通路を画成する。さらに最近の先進ガスタービン設
計では、高温ガス通路は、蒸気を外側および内側バンドの壁に沿ってそして静翼を通るよ
うに流すことによって冷却される。様々な理由、例えば、ガスタービンを蒸気で冷却する
複雑さにより、ノズル段は個別セグメントまたはシングレットで形成される。各シングレ
ットまたは静翼セグメントは、静翼の翼形に従って、前側の概して軸方向に延在する外側
および内側バンド部分と、軸方向と周方向とに延在する、すなわち、ロータの軸線に対し
そしてセグメントの前部に対して後方に傾斜している後ろ側の外側および内側バンド部分
とを有する。
【０００３】
シングレットは好ましくは外側および内側バンドの隣合う辺縁に沿って一緒に溶接される
。しかし、外側および内側バンドを形成する材料は、必然的に、高温ガス通路の高温に対
して高い強度と耐久性を有するように設計される。従って、内側および外側バンドは、そ
れらの化学的性質と条件付けと形状の故に、相互に溶接するのは容易ではない。タングス
テン不活性ガス（ＴＩＧ）溶接技術が普通であるが、このような技術は溶接部への不均等
な入熱を特徴とし、その結果、互いに溶接された部品にかなりのゆがみとひずみが発生す
る。また、その溶加材は外側および内側バンドの材料と特性が合致しなければならない。
従って、溶接部のひずみを皆無または最少にしそして高強度継目をもたらすような静翼ア
センブリとそのアセンブリを形成する方法が必要である。
【０００４】
【発明の概要】
本発明の好適実施例によれば、隣合う静翼セグメントの外側および内側バンドの隣合う辺
縁に、概して半径方向に外向きおよび内向きのフランジがそれぞれ設けられる。また、高
温ガス通路側の隣合う端縁に沿って面取り部が形成される。電子ビーム溶接を用いること
により、辺縁、すなわち、前記フランジの材料が、母材を用いて、ＴＩＧ溶接部のような
他の溶接技術に特有の高い入熱を加えることなく、相互に融着される。その結果生じる溶
接部は大きなひずみとゆがみをもたず、またＴＩＧ溶接部よりかなり少ない欠陥を有する
。電子ビーム溶接は費用上最も有効な種類の溶接ではなく、例えば、真空中で実施されな
ければならないが、その少ない入熱の故にひずみまたはゆがみをかなり除くか最小にする
という利点を有する。外側および内側バンドの外側から電子ビームを向ける電子ビーム溶
接により外側および内側バンドの辺縁を相互に融着することにより、母材がガス通路側で
溶接材料をはね飛ばしそして不規則な表面を形成するおそれがあるということを認識され
たい。その結果、面取り部が外側および内側バンドの辺縁にそれらの高温ガス通路側に沿
って設けられ、従って、電子ビーム溶接を用いて外側および内側辺縁を一緒に溶接した後
、内側面取り部をＴＩＧ溶接する。合わせ面取り部に加えられた溶接材料と、電子ビーム
溶接と比べて比較的高い入熱は、継目に影響を与えない。なぜなら、溶接域が、辺縁全体
を相互に溶接する場合よりかなり小さいからである。ＴＩＧ溶接によって外側および内側
バンドの面取り表面に沿って施された溶接材料を機械加工することにより、外側および内
側バンドの高温ガス通路側に沿って滑らかな連続ガス通路表面を形成することができる。
【０００５】
各セグメントの外側バンドの後端に、ノズル段をタービンの固定ケーシングに固定するた
めの後ろフックが設けられる。後ろフックは、半径方向外向きのフランジと、この半径方
向フランジから後方に突出しているフランジとからなる。これらのフランジは、後ろフッ
クにおいて外側バンドの辺縁を形成する材料の厚さを変える。電子ビーム溶接は一定のエ
ネルギー入力を必要とし、そして溶接される材料は一定の断面形状を有して均等な溶接部
を形成すべきである。後ろフックは形状を変えるので、隣合うセグメントの後ろフックは
電子ビームのみを用いる溶接には適しない。材料の厚さの変化に対応し、しかもひずみと
ゆがみの無い高強度溶接部を設けるために、静翼セグメントの継目における後ろフックの
隣合う端部を切り下げて、周方向に相隔たりそしてセグメント辺縁から周方向に引っ込ん
でいる傾斜面を形成する。こうして静翼セグメントの後ろフック部の引込み面間に形成さ
れたスロット内に充填片を設ける。充填片は後方突出フランジと同じ傾斜方向に突出して
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いる比較的薄い舌状部を有する。隣合う後ろフック部における切り込みまたはスロットは
、後方突出フランジの引込み面間の間隔が半径方向突出フランジの引込み面間の間隔より
大きいように設けられる。従って、充填片の比較的薄い舌状部は、それと、隣合うセグメ
ントの後方突出フランジの引込み面との間に間隙を画成する。充填片の本体は好ましくは
半径方向突出フランジ面に電子ビーム溶接されそして後方突出フランジ面にＴＩＧ溶接さ
れる。従って、溶接材料が舌状部と後方突出フランジの引込み面との間の間隙内に供給さ
れる。これらの溶接技術を隣合うセグメントの様々な箇所で用いることにより、個々の静
翼セグメントが大したゆがみとひずみなしに相互に接合される。
【０００６】
本発明による好適実施例では、各静翼セグメントが外側バンドと、内側バンドと、両バン
ド間に延在する静翼とを含む第１および第２静翼セグメントを互いに溶接する方法が提供
され、この方法は、第１および第２静翼セグメントの内側および外側バンドの隣合う辺縁
を、溶加材を用いることなく、両バンドの外側から相互に溶接する段階と、前記の隣合う
辺縁を、溶加材を用いて、両バンドの内面に沿って相互に溶接する段階とからなる。
【０００７】
本発明による他の好適実施例では、各静翼セグメントが外側バンドと、内側バンドと、両
バンド間に延在する静翼とを含む第１および第２静翼セグメントを互いに溶接する方法が
提供され、この方法は、第１および第２セグメントの内側および外側バンドの隣合う辺縁
を相互に溶接する段階と、相対する引込み面を画成する開口を外側バンドの後ろフックに
沿って設ける段階と、この開口内に充填片を引込み面から離して挿入する段階と、充填片
を後ろフックに溶接する段階とからなる。
【０００８】
本発明による別の好適実施例では、タービン用の静翼アセンブリが設けられ、このアセン
ブリは、おのおのが外側バンドと、内側バンドと、外側バンドと内側バンドとの間に延在
する静翼とを含む第１および第２静翼セグメントを備え、第１静翼セグメントの外側およ
び内側バンドは、第２静翼セグメントの外側および内側バンドそれぞれの第２辺縁に溶接
されたそれぞれの第１辺縁を有し、これにより、第１および第２静翼セグメントは互いに
固定されて両セグメントの隣合う静翼間と内側および外側バンド間に流路を画成し、各セ
グメントはその外側バンドの後縁に沿って後ろフックを有し、この後ろフックは概して半
径方向に延在するフランジと、後方突出フランジとを有し、後ろフックのこれらのフラン
ジは両セグメントのそれぞれの第１および第２辺縁から引っ込んでおり、フランジ間に開
口を画成する引込み面を形成しており、また、本静翼アセンブリは、前記開口内の充填片
であって、その相対する側に後方突出フランジの引込み面とともに間隙を画成している充
填片と、この充填片と後方突出フランジとを相互に固定している間隙内の溶接材とを備え
ている。
【０００９】
【発明の詳述】
添付図面、特に図１と図２に、タービン例えばガスタービンのノズル段を構成する環状列
の静翼セグメントの一部分をなす１対の静翼セグメント１０、１２を示す。詳述すると、
各セグメント１０、１２は外側バンド１４と、内側バンド１６と、外側バンド１４と内側
バンド１６とを連結している静翼１８とからなる。外側および内側バンドはそれぞれ、軸
方向に延在する前部２０と、軸方向に対してある角度をなして延在する後部２２とからな
る。外側バンド１４と内側バンド１６との間に延在する静翼１８はまた、外側バンド１４
の半径方向外方に突出している静翼延長部２４を含んでいることを認識されたい。静翼延
長部は、タービンケーシングの固定部分（図示せず）からのセグメントの構造的な保持を
容易にするとともに、外側および内側バンドと静翼の冷却を容易にし、これらは両方とも
本発明とは関係のない態様で行われる。静翼延長部２４は静翼の断面をかなりの程度例示
し、これはセグメントの傾斜した後部２２を必要とする。図３について説明すると、各静
翼セグメントの外側バンドの前部２０は前フック２６を含み、また外側バンド１４の後部
２２は後ろフック２８を含んでいる。前フック２６と後ろフック２８は静翼セグメントと
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同セグメントによって構成される段をタービンの固定ケーシング（図示せず）に固定する
。
【００１０】
図２に示すように、外側バンド１４と内側バンド１６それぞれに辺縁３０、３２が含まれ
、それぞれ半径方向外向きフランジ３４と半径方向内向きフランジ３６を有する。また、
辺縁３０、３２には外側および内側バンド１４、１６の内側に沿って、すなわち、両バン
ドのガス通路側に沿って面取り部３８、４０が設けられている。
【００１１】
図１と図３と図４に示すように、各静翼セグメントの後ろフック２８は、概して半径方向
外方に突出しているフランジ４４と、半径方向フランジ４４の末端で軸方向に延在するフ
ランジ４６とを含んでいる。各セグメント１０、１２は隣合う後ろフックに沿って切欠き
を有し、これによりそれぞれのセグメントの後ろフックは周方向に相隔たっている。さら
に詳述すると、直立した半径方向フランジ４４が外側バンド１４の辺縁３０から切り下げ
られて引込み（インセット、セッバックまたはカットバック）面４７を形成している。隣
接セグメント１２も同様の引込み面４８を有する。引込み面４７、４８は、半径方向フラ
ンジ４４の区域に、隣合う外側バンド１４に沿って座４９を形成している。また、セグメ
ント１０の軸方向延在フランジ４６は引込み（インセット、セッバックまたはカットバッ
ク）面５０を有し、セグメント１２のフランジ４６も同様に引込み面５２を有する。引込
み面５０、５２は周方向にある距離だけ相隔たっており、その距離は引込み面４７、４８
間の距離より大きい。
【００１２】
図５と図６には充填片５６が示されており、本体５８と舌状部６０とを有する。本体５８
は、外壁の辺縁によって形成されかつ引込み面４７、４８によって画成された座４９内に
狭い公差のはめ合いで支承され、隣合うセグメントの直立フランジ４４への本体５８の電
子ビーム溶接を可能にする。すなわち、充填片５６の本体５８の側面は隣合うセグメント
の半径方向フランジ４４の引込み面４７、４８に電子ビーム溶接される。図７に示すよう
に、充填片５６の舌状部６０の側面は引込み面５０、５２と平行に突出し、こうして軸方
向フランジ４６の面５０、５２とともに間隙を形成する。面５０、５２はそれぞれ、両セ
グメントの後ろフランジの末端縁と鋭角および鈍角をなしている。
【００１３】
静翼セグメントを相互に固定するために、隣合うセグメントの内側および外側バンド１４
、１６の辺縁を、７０、７２で概略的に示した電子ビームを用いて、相互に溶接する。電
子ビームは溶加材を必要としない。すなわち、電子ビームは隣合うセグメントのフランジ
３４、３６を、両セグメントの母材を用いて、相互に融着する。フランジ３４、３６はこ
のように、隣合う外側バンドの前部２０と後部２２に沿ってかつまた隣合う内側バンドの
同様の部分に沿って相互に融着される。その後、隣合う面取り表面３８、４０が外側およ
び内側バンドの高温ガス通路側で相互にＴＩＧ溶接される。すなわち、溶加材が、図２に
示すように隣合う面取り部３８、４０に沿って設けられる。もちろん、溶接部はその後機
械加工されて、高温ガス通路側で外側および内側バンドに沿って滑らかな連続表面を呈す
る。
【００１４】
充填片５６の本体５８の両側が同様に直立フランジ４４の面４７、４８に電子ビーム溶接
される。しかし、充填片５６の舌状部６０と、隣合うセグメントの軸方向向きフランジ４
６の引込み面５０、５２は相互にＴＩＧ溶接される。すなわち、図８に示すように、溶加
材７６が、舌状部６０の整合側面と後ろフランジ４６のそれぞれの引込み面５０、５２と
の間の間隙内に設けられる。もちろん、その後溶加材を機械加工して滑らかな連続表面を
形成する。
【００１５】
以上、本発明の最適実施例と考えられるものについて説明したが、本発明は開示した実施
例に限定されるものではなく、本発明の範囲内で様々な改変と対等構成が可能であること
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を理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の好適実施例により相互に溶接された１対のシングレットの外側バンド部
の半径方向内方平面図である。
【図２】図１の静翼アセンブリの軸方向断面図である。
【図３】一つの静翼セグメントの外側バンドと静翼を示す断片的な周方向断面図である。
【図４】外側バンドの後ろフックを示す拡大断片図である。
【図５】溶接充填片の拡大斜視図である。
【図６】充填片を半径方向に見た平面図である。
【図７】図１と同様の図で、ＴＩＧ溶接の前に挿入された充填片を有する隣合う静翼セグ
メントを示す。
【図８】図７と同様の図で、機械加工前の後ろフックにおける充填片のＴＩＧ溶接を示す
。
【符号の説明】
１０、１２　静翼セグメント
１４　外側バンド
１６　内側バンド
１８　静翼
２８　後ろフック
３０、３２　辺縁
３８、４０　面取り部
４４　半径方向フランジ
４６　軸方向フランジ
４７、４８　引込み面
５０、５２　引込み面
５６　充填片
５８　本体
６０　舌状部
７６　溶加材
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